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日 時：平成３０年２月１日（木）9:30～10:30 

場 所：山口県下関総合庁舎別館３階 第４会議室 

出席者：下関市長、下関地方気象台長、山口県危機管理監、山口県下関土木建築事務所長 

 

【開催状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【決定事項】 

 ・本協議会を水防法第１５条の１０に基づき組織された協議会へと移行させるための規

約の改訂について承認された。 

 ・本協議会でおおむね５年で実施する取組等を取りまとめた地域の減災に係る取組方針

について承認された。 

 

【主な発言要旨】 

 ・情報伝達に関して、ホットライン等の活用により、適切な情報共有をし、必要な方に、

必要な情報をスムーズに提供するための取組が必要。（下関市長） 


